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知的財産  

基本的な考え方・方針 

　ユニ・チャームの理念である「NOLA & DOLA」の実現に貢
献する商品・サービスの開発とこれらを具現化する技術の確
立に注力しており、研究開発活動により創出された知的財産
を着実に出願・権利化することで、事業の持続的な優位性を
確保することを目指しています。このような知的財産戦略の立
案ならびに実行は、主に知的財産本部が担っています。
　知的財産本部では、当社の知的財産を一元管理して、事業
戦略や開発戦略と連動した知的財産戦略を策定・実行してい
ます。特に、当社のブランドを守る商標については、世界160

以上の国・地域で出願・権利化とその活用を行っており、パッ
ケージ保護も含めたブランド保護を実践しています。また、知
的財産権の質を高めるとともに、日本特許庁の「特許審査ハイ
ウェイ」プログラムや日本および海外の早期審査制度などを積
極的に活用することにより特許・商標の早期権利化を進める
など、知的財産ポートフォリオの構築とその強化に取り組んで
います。さらに、日本の特許庁との積極的な意見交換を通じ
て、知的財産政策への働きかけも進めています。
　一方、当社の知的財産権の侵害や不当な権利行使に対して
は、法的措置など断固とした姿勢で臨み、マーケティング部門、
開発部門、海外現地法人と緊密に協働し、日本はもとより、ア
ジアを中心に各国・地域の行政機関等とも連携しながら権利
侵害品、模倣品の排除に努めています。

マネジメント体制 

　知的財産本部は、開発部門や事業部門から独立しており、
日本のみならず海外も含め、各事業を横断した知的財産に関
する対応を行っています。関連部門や関連法人との定期的な
ミーティングを通じて、競争優位性を確立するために、知的財
産面においてどのような対策をとるべきか討議の上、対策を講
じています。

取り組み・実績 

知的財産の積極的な活用

　当社では、付加価値の高い商品やサービスを守るために、
知的財産権を積極的に活用しています。中でも力を入れてい
るのが、特許や実用新案、意匠、商標といった複数の知的財
産権で商品やサービスを多面的に保護する知財ミックスです。
この取り組みには2つの目的があります。ひとつは、新技術の
特許を取得することで、他社の追随を防ぐ「高付加価値品への
参入・追随抑止」です。もうひとつは、「低価格な類似品対策」
です。当社の商品は、アジアでは特にブランド力が高く、外観
や訴求点を模倣した安価な類似品が出回ることが多いため、
商標や意匠、実用新案を活用して、これらの被害を最小化する
ようにしています。

　また、当社の知的財産が他社と比べて相対的にどのような
位置づけにあるのかについて情報を分析・把握し、当社の知
的財産の強みを客観的に捉え、経営層や事業部門、開発部門
に情報発信しています。

社内教育

　特許や商標、景品表示法などに関する社内コンプライアンス
教育は、日本および海外現地法人の社員に対して、OFF-JT（Off 

the Job Training）やOJT（On The Job Training）、またeラー
ニングを組み合わせることで、「ユニ・チャームグループ行動憲
章」で掲げている当社および他社の知的財産の保護・尊重を浸
透させ、知的財産を活用する企業づくりを行っています。

発明者への報奨制度

　当社は、商品の機能的な価値だけではなく、社会的な価値
や技術的価値、特許上における価値など、あらゆる観点から成
果を挙げた発明に対し、その栄誉を称え発明者に報奨金を支
給する「発明報奨金制度」を設けています。本制度は、社員の
発明活動を刺激・促進して、優れた発明を生み出す仕組みと
なることを目的としており、本制度を創設した2004年度から
2023年度までに計20回表彰式を開催しました。
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